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高等学校用教科用図書選定の手引き 新旧対照表

変更前（平成 29 年度使用） 変更後（平成 30 年度使用） 

教科書選定に当たっての基本的留意事項 

４ 採択の公正確保 

（３）教科書業界の自主規制 

社団法人教科書協会も、平成 19 年１月、

「教科書宣伝行動基準」を定めている。 

具体的内容については、文部科学省からの

通知文「教科書採択における公正確保の徹底

等について（通知）」及び社団法人教科書協

会の「教科書宣伝行動基準」を参照すること。

教科書選定に当たっての基本的留意事項 

４ 採択の公正確保 

（３）教科書業界の自主規制 

一般社団法人教科書協会も、平成 19 年１

月に「教科書宣伝行動基準」を定めている。

その後、同協会が、平成 28 年９月に「教科

書発行者行動規範」を定めたことに伴い、文

部科学省から各教科書発行者に対し、平成

28年 9月 9日付け「『教科書発行者行動規範』

の遵守の徹底について（要請）」が示されて

いる。これらの通知などと併せて、平成 29

年３月 28 日付け 28 文科初第 1790 号「教科

書採択における公正確保の徹底等について

（通知）」を参照すること。 

参考資料


